
 

 

規格・基準などの事前意図公告  
 

（この公告はＴＢＴ協定附属書３・Ｌに基づくものです。）  

 
 

下記のとおり、産業標準化法に基づき産業標準を改正する予定ですのでお知らせします。

ご意見のある場合は、理由を付して文書でご提出下さい。  

 

 

 

 

記 
 
 

１ 件名 

   産業標準の改正 

 

２ 改正する産業標準の番号及び名称並びに趣旨・目的  

JIS E 4041 鉄道車両－完成車両の試験通則  

（Rolling stock-Testing of rolling stock on completion of construction  

and before entry into service） 

   対応国際規格（IEC 61133）が平成 28 年に改正されたことを受け、当該改正内容に

対応させるため改正するものである。  

 

主な改正点は、次のとおりである。  

 

・箇条 3（用語及び定義）に完成試験に関連する用語を技術用語だけではなく、契約

上用いられる用語を含めて定義を明確にする。  

・箇条 8（定置試験）及び箇条 9（走行試験）で規定する各試験項目について、日本の

実施状況と異なる項目を洗い出し、業界の実施実態を踏まえて JIS としての規定を

明確にする。  

 

３ 施行年月日  

   令和元年１１月以降  

 

４ 意見提出先   国土交通省  鉄道局  技術企画課  

東京都千代田区霞が関２－１－３  

電話 ０３－５２５３－８１１１（内線５７８６５） 

 

５ 意見提出期限  掲載より６０日後  


